
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  賃貸マンションの修繕積立金                

Ｑ：マンションの１室を取得して、賃貸事

業を始めました。管理組合に支払う修繕積立

金は、いつ必要経費に算入できるのですか？ 

                                              

Ａ：原則として、実際に修繕等が行われそ

の修繕等が完了した年分の必要経費になりま

すが、一定の要件を満たす場合には、支払期

日の属する年分の必要経費に算入することが

できます。 

【解説】 

修繕積立金は、原則として、それを管理組

合に支払った日ではなく、実際に修繕等が行

われた年分の必要経費に算入されることとな

っています。 

しかし、①修繕積立金が区分所有者となっ

た時点で、管理組合へ義務的に納付しなけれ

ばならないものであること、②管理組合が解

散しない限り区分所有者へ返還されないこと

が一般的であることから、次の場合には、そ

の支払期日の属する年分の必要経費に算入す

ることが認められています。 

 ①区分所有者となった者が、管理組合に対し

て修繕積立金の支払義務を負うものであるこ

と 

 ②管理組合は、支払を受けた修繕積立金につ

いて、区分所有者への返還義務を有しないこ

と 

③修繕積立金が、将来の修繕等のためにのみ

使用され、他へ流用されるものでないこと 

④修繕積立金の額が、長期修繕計画に基づき

各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な

方法により算出されていること 
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